
う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

大好評につき『キエーロ』を追加販売します！

交通安全教室「世代間交流事業」参加者を募集します

「令和６年埼玉県秋のプラごみゼロウィーク」を実施します

　家庭から排出される生ごみの減量を目的として今年度から販売を開始した「生ごみ処理容器キエー
ロ」につきましては、完売後も多くのお問い合わせをいただいていることから、このたび２０基を追
加販売することといたしました。ご興味がある方は、ぜひ導入をご検討ください。

キエーロとは・・・
　生ごみ処理容器「キエーロ」は、黒土の中に生ごみを埋めて、土の中に住むバクテリアが生ごみを
分解してくれるものです。調理くずや食べ残したもの、古くなった牛乳、ジュース、てんぷら油など
を処理できます。

キエーロを使っている方たちの意見を聞きました
・キエーロを購入してよかった。
・生ごみがほとんど出なくなった。
・油の処理や生魚の内臓など腐りやすい物の処理が、ごみ収集を
  待たずにできる。
・生ごみ減量化のため、地球温暖化対策の一歩となる。
・コンポストや電動ごみ処理機よりも臭いが気にならないし、
  設置場所さえあれば楽しく続けられる。
・家族が環境のことを考えるようになった。
・環境問題に貢献している実感が湧いた。

追加販売も、まちづくり整備課で購入できます
　越生町ではゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みのひとつとして、生ごみ処理容器「キエーロ」
の販売を行っています。（個人負担金：1 基 3,000 円）
　「キエーロ」を使った生ごみの処理にチャレンジしてください。

開催日時　11 月 19 日（火）　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
会　　場　中央公民館体育館・中央公民館視聴覚ホール
内　　容　こどもから高齢者までの幅広い世代が一堂に、交通安全

教室を行います。体育館の中に町をつくり、3 つのお店
を回ります。また、視聴覚ホールでは西入間警察署の交
通指導員により、交通安全の講話をしてもらいます。く
じ引きをしたり、楽しく交通ルールについて学びます。

応募資格　どなたでも参加可能
募集期限　10 月 25 日（金）まで
応募方法　あに電話申込み

　プラスチックごみの削減とプラスチックのリサイクルを促進するため、３Ｒ推進月間である 10 月１
日～ 31 日の期間は、県民のみなさんに対しプラスチックごみの削減とリサイクルの促進に向けた行動
を呼び掛けています。
　○プラスチック資源の循環利用を促進するため、プラスチック製品を捨てる時はリサイクルしやす

いように分別しましょう。
　○プラスチックごみを減らすライフスタイルを実践しましょう。
　○地域清掃活動へ積極的に参加をお願いします。

あ埼玉県資源循環推進課　う 048-830-3108

キエーロの写真

キエーロ購入はこちら
（越生町ＨＰ）

キエーロの使い方はこちら
（越生町ＨＰ）

あまちづくり整備課　まち企画・新エネルギー対策担当　う内線157

あ越生町交通安全母の会事務局（総務課内）　
　う内線217
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合併浄化槽に関する補助制度をご活用ください
合併処理浄化槽設置費補助金
　内　　容　単独処理浄化槽または汲み取り便槽から、合併処理浄化槽に入れ替える方への補助金
　対　　象　公共下水道認可区域と農業集落排水処理区域を除く町内全域で、一般家庭住宅に補助指

針に適合した合併処理浄化槽を設置する方
　補助金額（上限）

　そ の 他　○工事着工前に申請してください。
　　　　　　○設置後は浄化槽法に基づく法定検査を受検してください。
　　　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。

合併処理浄化槽維持管理費補助金
　内　　容　合併処理浄化槽を適正に維持管理している方への補助金
　対　　象　公共下水道認可区域と農業集落排水処理区域を除く町内全域で、一般家庭住宅に設置さ

れた合併処理浄化槽（10 人槽以下）を適正に維持管理している方
　対象経費　保守点検費用と法定検査手数料を合計した金額（町に申請する日の前日から過去１年間のもの）
　補助金額　対象経費の２分の１の額で、上限１万円（千円未満切り捨て）
　そ の 他　○毎年申請が可能です。
　　　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。
あまちづくり整備課　環境管理担当　う内線 156

人槽区分 設置費 処分費 配管費
５人槽 41 万２千円

９万円 15 万円７人槽 49 万４千円
10 人槽 62 万８千円

  

広 
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浄化槽の正しい管理をお願いします
法定検査・清掃・保守点検を必ず実施しましょう！

　浄化槽を適正に管理し、機能を十分に発揮させるためには「法定検査」・「清掃」・「保守点検」を行
う必要があります。必ず実施してください。

・法定検査　→　法律で定められた検査であり、必ず毎年１回行わなければなりません。清掃や保守点
検が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているか確認する検査です。

・清　　掃　→　浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄のことです。年に１回
以上実施してください。

・保守点検　→　装置の点検・調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回
数を実施してください。（年３～４回）

〇清掃業者（越生町許可業者）
　・毛呂山清掃（株）（毛呂山町大類 522-1    ℡ 049-294-0459）
　・（有）安川商事　 （毛呂山前久保 378 　   ℡ 049-294-4411）
　・（有）新東　　　 （毛呂山町阿諏訪 1483  ℡ 049-294-6349）
　・（株）AQCIV      （鳩山町大豆戸 345-7    ℡ 049-296-1610）
〇保守点検業者
　埼玉県水環境課ホームページまたは東松山環境管理事務所（℡ 0493-23-4050）にお問い合わせください。
〇法定検査の申込み先
　（一社）埼玉県環境検査研究協会　℡ 048-778-8700
あまちづくり整備課　環境管理担当　う内線 153・156
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